
議案第３４号  

 

日 立 市 議 会 委 員 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ

いて 

 

 日立市議会委員会条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する

ものとする。 

 

令和 ５  年  ３  月１７日提出 

 

      日立市議会議会運営委員会 

      委員長  飛  田  謙  一  

 

 

 

 

 

 

                                   

（提案説明） 

日立市議会議員の定数の減少に伴い、常任委員会の委員の定数を改め

るため、本条例を制定するものであります。 
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日立市議会委員会条例の一部を改正する条例  

 日立市議会委員会条例（昭和３１年条例第１７号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第２条第３項第１号中「１０人」を「８人」に改め、同項第２号及び

第３号中「９人」を「８人」に改める。 

   附  則  

 この条例は、令和５年５月１日から施行する。  
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参 考 

新 旧 対 照 

改 正 後 改 正 前 

 （常任委員会の所属、常任委員会の名称、所

管及び委員定数） 

第２条 議員は、それぞれ１の常任委員となる

ものとする。ただし、議長は、議会の議決に

より常任委員を辞退することができる。 

２ －略－  

３ 各委員会の常任委員の定数は、次のとおり

とする。 

 (1)  総務産業委員会 ８人 

 (2)  教育福祉委員会 ８人 

 (3)  環境建設委員会 ８人 

 （常任委員会の所属、常任委員会の名称、所

管及び委員定数） 

第２条 議員は、それぞれ１の常任委員となる

ものとする。ただし、議長は、議会の議決に

より常任委員を辞退することができる。 

２ －略－ 

３ 各委員会の常任委員の定数は、次のとおり

とする。 

 (1)  総務産業委員会 １０人 

 (2)  教育福祉委員会  ９人 

 (3)  環境建設委員会  ９人 
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